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新潟青陵大学学位規程 

（趣 旨） 

第１条 新潟青陵大学学則第46条の規程に基づき、学士の学位の授与については、この規程の定める

ところによる。 

（学士の学位授与の要件） 

第２条 学士の学位は、本学に４年以上、途中編入の場合は指定された期間在学し、所定の科目および

単位数を修得し卒業した者に授与するものとする。 

（学士の学位の授与） 

第３条 学長は、前条の規定により学士の学位を授与すべきものには、学位記を授与する。 

（専攻分野の名称） 

第４条 本学が授与する学士の学位に付記する専攻分野の名称は、次の通りとする。 

     看護学部看護学科          看護学 

     福祉心理子ども学部社会福祉学科   社会福祉学 

     福祉心理子ども学部臨床心理学科   臨床心理学 

     福祉心理子ども学部子ども発達学科  子ども発達学 

（学位記の様式） 

第５条 学位記の様式は、別記様式のとおりとする。 

 

   附   則 

 この規程は、平成15年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、2023年４月１日から施行する。 
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別記様式 

 

学位記の様式、学士（看護学）の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第  号 

 

卒業証書・学位記 

 

              氏 名 

     年月日生 

本学看護学部看護学科の所定の課程を修了したのでここに本学

を卒業したことを認め学士（看護学）の学位を授与する 
 

    年 月 日 

 
 

新潟青陵大学 

学長         印 
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新 潟 青 陵 大 学 履 修 規 程 
（目 的） 

第１条 この規程は、新潟青陵大学学則に定めるもののほか、授業科目（以下「科目」という）の履修方

法に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（授業科目の年次配当等） 

第２条 各学科の科目、年次配当、必修、選択の区分及び時間数は別表の通りとする。 

２ 毎学年の科目名及び担当教員名は、その学年の初めに発表する。 

（履修登録）  

第３条 学生は、その学期中に履修しようとする科目を本学所定の様式により、学期の初めに指定の期日

までに登録しなければならない。 

２ 単位を修得した科目は再び履修登録することはできない。 

３ 履修科目の登録の上限は、原則として各学期25単位とする。ただし、集中科目、実習科目、自由科目

はこれに含めない。また、次の基準によりこの上限を調整する。 

 

基準 上限の調整 

16単位以上取得し、

かつGPA（Grade 

Point Average）が

（3.0）以上の場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位 

増やすことができる。ただし、学期の 

履修単位は32単位を超えて増やすこと 

はできない。 

GPAが（1.5）未満の

場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位 

減らさなければならない。ただし、学 

期の履修単位は12単位を下回って減ら 

さない。 

履修単位上限を減らさ

れている者が、12単

位以上取得し、かつ

GPAが（1.5）以上の

場合 

次の学期の履修単位上限数を25単位と

する。 

4 看護学部３年次前期のみ、次の基準を適用する。 

 

基準 上限の調整 

12単位以上取得し、

かつGPA（Grade 

Point Average）が

（3.0）以上の場合 

次の学期の履修単位上限数を４単位 

増やすことができる。ただし、学期の 

履修単位は32単位を超えて増やすこと 

はできない。 

GPAが（1.5）未満の 次の学期の履修単位上限数を４単位 
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場合 減らさなければならない。ただし、学 

期の履修単位は12単位を下回って減ら 

さない。 

履修単位上限を減らさ

れている者が、12単

位以上取得し、かつ

GPAが（1.5）以上の

場合 

次の学期の履修単位上限数を25単位と

する。 

 

（履修指導・退学勧告） 

第４条 各学期のGPAが2.0未満であった学生は、アドバイザーから学修指導を受けなければならない。 

２ 3学期連続してGPAが1.0未満であった学生は、学長から退学勧告を受ける。 

（単位の認定） 

第５条 各科目の単位の認定は担当教員による成績評価をもって行なわれ、合格者は所定の単位が与えら

れる。 

（遠隔授業） 

第６条 同時性又は即応性を持つ双方向性（対話性）を有し，面接授業に相当する教育効果を有すると認

められる場合、遠隔により授業を行うことができる。 

２ 遠隔により行う授業科目は別に定めるところによるものとする。 

（試 験） 

第７条 試験は、定期試験、臨時試験、追試験及び再試験とし、科目毎にその科目の担当教員がこれを行

なう。ただし、担当教員に事故がある場合は、他の教員が代わってこれを行なうことができる。 

２ 定期試験は、各科目の所定の授業が終了した学期末に行なう。ただし、担当教員が必要と認めたとき

は、これに代わってまたはこれ以外に臨時試験を行なうことができる。 

３ 試験は、原則として筆記による。ただし、担当教員が必要と認めたときは、実技又は論文提出等によ

ることができる。 

（追試験） 

第８条 病気や交通機関の遅延等の本人の責めに帰さない理由により定期試験を受験することのできない

者は、願い出により、その科目について追試験を受けることができる。 

２ 前項の規定に基づき追試験を受けようとする者は、本学所定の様式に定期試験を受けられなかった理

由を証する文書を添えて、指定された期日までに学長に提出しなければならない。 

（再試験） 

第９条 成績評価においてＦ評価となった者は、願い出により、その科目について１回に限り再試験を行

なうことができる。 

２ 前項の規定に基づき再試験を受けようとする者は、本学所定の様式に必要事項を記入し、指定された

期日までに学長に提出しなければならない。 

（不正行為） 

第10条 定期試験、授業中に行われる臨時試験（小テストなど）や実技試験、評価にかかわる提出物にお
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いて不正行為を行った者は、当該科目の被評価資格を喪失する。 

（被評価資格） 

第11条 不正行為を行った者、出席時間が当該科目の授業時間数の３分の２に満たない者は、その成績評

価の対象としない。ただし、当該科目の担当教員が欠席の事情をやむをえないと認めたときは被評価資

格を与えることができる。 

２ 実習については、前項の試験科目から除き、別に定めるところによるものとする。 

（成績の評価） 

第12条 成績評価は、100点満点とし、当該科目の担当教員が、次の基準により行なう。ただし、追試験

は80点を、再試験は60点を超えないものとする。 

 

        

区分 評語 成績評価基準 GP 評 価 内 容  
（英文内容）  

合 格  S 100～90 点  4.0  
特に優れた成績を表します。  
（Excellent）  

 A  89～80 点  3.0  
優れた成績を表します。  
（Very Good）  

 B  79～70 点  2.0  
妥当と認められる成績を表します。  
（Good）  

 C  69～60 点  1.0  
合格と認められる最低限の成績を表します。  
（Satisfactory）  

不合格  F  59 点以下  
0.0  

合格と認められる最低限の成績に達していないこと
を表します。（Failure）  

評価なし(N) 
受験資格あるいは被評価資格なし。 
（Not Applicable） 

GPＡ算出 

対象外  

P  合格科目  －  
能力別クラス編成による導入教育等、優劣を示さ
ず、一定基準を満たしかどうか判断する場合。  
（Passed）  

T  単位認定科目 －  
転編入や留学などにより他大学等で修得した科目を
本学の単位として認定したことを表します。  
（Credits Transferred）  

 
２ 追試験を受験する者の成績評価は、90点を超えないものとする。 

３ 再試験の評価は60点を超えないものとする。 

４ 前項の成績評価による学業成績を総合的に判断する指標として､GPAを用いる。GPAは､卒業に必要な

単位として算入することのできる授業科目の成績評価のうち、Ｓに4.0、Ａに3.0、Ｂに2.0、Ｃに1.0、Ｆ

に0をそれぞれGPとして与え、各授業科目のGPにその単位数を乗じて得た積の合計を、卒業に必要な単

位として算入することのできる授業科目の総履修登録単位数からGPA算出対象外の単位数を引いた数で

除して算出する。ただし、再履修により新たに評価を受けた場合は､新しい評価に基づきGPAを算出す
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る。 

（進 級） 

第13条 学長は、教授会の議を経て、各学年次までの配当された科目について、次年次の学修に支障を与

える科目を履修できなかった者は、次の年次へ進級させないものとする。 

２ 前項の規定により進級できなかった者は、修得を要する科目及び教授会の議を経て学長が決定する範

囲内の科目を履修するものとする。 

３ その他進級について必要な事項は別に定める。 

 

 

   附   則 

 この規程は、平成12年４月１日から施行する。 

   附   則 

 この規程は、平成13年４月１日から施行する。 

   附   則 

 この規程は、平成23年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成25年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成26年４月１日から施行する。 

附   則 

 この規程は、平成27年４月１日から施行する。平成26年度入学生から適用する。 

附   則 

この規程は、平成29年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、平成30年４月１日から施行する。 

附   則 

この規程は、2023年４月１日から施行する。 

 

 別表（学則第22条 別表Ⅰを再掲）省略 


